
 業 務 処 理 要 領 

１ 目 的 

  この要領は、北海道立旭川子ども総合療育センター（以下「委託者」という。）

の児童衣類等洗濯・寝具類賃貸借の業務に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 洗濯を行う施設 

  受託者は、児童衣類等の洗濯にあっては、クリーニング業法（昭和 25 年法律第

207 号）に基づく確認を受けた工場で行うこと。寝具類の洗濯にあっては、医療法

施行規則（昭和 23 年厚生省令第 50 号）第 9 条の 14、「医療法の一部を改正する

法律の一部の施行について」（平成５年２月 15 日付け健政第 98 号厚生省健康制

作局長通知）第３の８（２）及び「病院、診療所等の業務委託について」（平成

５年２月 15 日指第 14 号厚生省健康政策局指導課長通知）別添１に定める衛生基

準を満たす工場で行うこと。 

 

３ センター内業務 

    受託者は、児童衣類等の洗濯並びに寝具類の賃貸借業務を行うほか、センター

内において次の業務を行うものとする。 

（１） 使用済みの児童衣類等と寝具類の集荷及び搬出 

（２） 洗濯済みの児童衣類等と寝具類の搬入、仕分け及びセンター内の搬送 

（３） 寝具保管庫の管理及び寝具交換業務 

 

４ センター内業務を行う室 

  委託者は、受託者が前項３に定める業務を行う室として、別紙のとおり洗濯室

１（15.29 ㎡）、洗濯室２（13.24 ㎡）、消毒室（4.38 ㎡）、寝具保管庫（4.35

㎡）を供与する。なお、当センターの洗濯業務を担う職員と共同で使用するもの

とする。 

 

５ 業務の報告等 

  受託者は委託者に対し、毎日のセンター内業務の終了後、別記第１号様式及び

別記第２号様式により業務の報告を行うものとする。 

 

６ 感染症患者の使用したものの取扱い 

  委託者は、感染症にり患又はり患のおそれのある患者の使用した児童衣類等及

び寝具類（「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(平成 10

年 10 月２日法律第 114 号) 第６条第２項から第７項までに規定する感染症に感染

又は感染のおそれのあるものを除く。）は、他への感染を避けるため黄色のポリ

袋に入れて、密閉の上受託者に引き渡すものとする。 

 

 

 

 

 



７ 個別事項 

（１） 児童衣類等の洗濯 

    受託者は原則、児童衣類は週３回以上、その他の洗濯物は週２回以上集配

を行うこと。但し、国民の祝日にあたる週や年末年始等はこの限りではない。 

（２） 寝具類の賃貸借 

  ア 仕 様 

    寝具類１組の内訳及び仕様は次に示すもの又は同等品とする。 

一 般 病 棟  

品   目  幅 

（㎝） 

長 さ 

（㎝） 

摘      要 

掛布団    140 

 

  200 

 

 ウォッシャブル布団 

 中わた：ポリエステル100％ 

敷布団      95    200  中わた：綿100％ 

ベッドパット     95    200  綿又は綿混 

枕     32       47  ナイロンタフター 

毛 布    140      190  綿100％ 

シーツ    160      260  綿100％ 

包布（布団用）    145      200  綿又は綿混 

枕カバー     40       68  綿又は綿混 

 ドローシーツ     190      195  綿100％ 

※ 敷布団又はベッドパットは、用途に合わせてどちらかを納品するもの 

とする。 

 

親  子  棟  

品   目  幅 

（㎝） 

長 さ 

（㎝） 

 摘      要 

 掛布団     140      200 ウォッシャブル布団 

 中わた：ポリエステル100％ 

敷布団      95  200  中わた：綿100％ 

枕     32       47 ナイロンタフター 

 毛布     140      200 綿100％ 

 シーツ     160      260 綿100％ 

包布（布団用）     145      200 綿又は綿混 

枕カバー     40      68 綿又は綿混 

 敷カバー  170      195 綿又は綿混 

 ドローシーツ     190  195  綿100％ 

マットレス   90  191 厚さ50mm以上、三つ折り 

※ 各品目2枚(ドローシーツは1枚)を1組とすること。 



  

医師当直室  

品   目  幅 

（㎝） 

長 さ 

（㎝） 

摘      要 

シーツ    160      260  綿100％ 

包布（布団用）    145      200  綿又は綿混 

枕カバー     40       68  綿又は綿混 

 

イ 納入数量 

   一般病棟分（外来を含む）45 組、親子棟分 15 組、医師当直室分１組とする。

ただし、数量は委託者受託者協議の上増減できるものとする。 

 ウ 寝具類の交換 

   委託者は、汚れのほか摩耗や損耗など交換の必要が生じた寝具類については

この旨受託者に請求し、受託者は直ちに納入するものとする。 

 エ 寝具類使用組数の通知 

   委託者は、毎月の延べ使用組数（外泊患者等使用しなかった者の分は、使用

組数から除外する。）を別記第３号様式により、翌月 15 日までに受託者に通知

するものとする。 

 オ 洗濯及び補修等 

   受託者は、掛布団・枕は年１回以上、敷布団・ベッドパット・毛布は年２回

以上、それ以外の寝具類にあっては週１回以上の洗濯をそれぞれ行い、清潔な

ものを委託者に納入するものとする。なお、医師当直室の寝具類は毎日交換し、

洗濯すること。 

  カ 寝具類の維持管理 

   センター内に保有する寝具類については、保管寝具を含め善良な管理の下で

使用するものとし、紛失等委託者の責めによるものについては、受託者はその

賠償を請求することができる。 

キ カーテンの洗濯 

（１）委託者の指定する場所のカーテンの洗濯（取付け、取外しを含む場合

がある。）を行うこと。 

（２）実施時期は、随時委託者が指定する。 

 


